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第１ 報 告 の 概 要 

 

各監査・審査の結果に基づき知事等が講じた措置について、表１のとおり、執行機関から通知

を受けました。今回、通知を受けた件数は１２７件で、講じられた措置の内訳は、表２のとおり

です。また、残る８８件の監査結果については、執行部所において改善の取組途上、又は改善策

を検討中となっています。 

 
 

（表１）講じた措置の件数 

  区     分 監査実施期間 結果内訳
措置対象

A
措置済 

B 
今回措置 

C 
改善中
A-(B+C)

指 摘 ７８ － ５３ ２５
意見・要望 １１ － ３ ８

平成１７年 
各会計定例監査 
（平成１６年度執行分） 

平成17.1.14 
～平成17.9.7

計 ８９ － ５６ ３３
指 摘 １８ － ９ ９

意見・要望 ３ － ０ ３
平成１６年度 
 決算審査 
（出納長所属各会計） 

平成17.7.21 
～平成17.9.7

計 ２１ － ９ １２
指 摘 １１ － ４ ７

意見・要望 － － － －
平成１６年度 
 決算審査 
（公営企業各会計） 

平成17.6.3 
～平成17.9.7

計 １１ － ４ ７
指 摘 ４３ － ３４ ９

意見・要望 ３ － ２ １
平成１６年 
 財政援助団体等監査 

平成16.9.7 
～平成17.3.23

計 ４６ － ３６ １０
指 摘 ２１ １４ ５ ２

意見・要望 ７ ５ １ １
平成１６年 行政監査 
（特命随意契約について） 

平成16.9.27 
～平成17.2.2

計 ２８ １９ ６ ３
指 摘 ５ ０ １ ４

意見・要望 ６ ０ １ ５
平成１６年 行政監査 
（都立図書館サービスにつ
いて） 

平成16.9.27 
～平成17.2.2

計 １１ ０ ２ ９
指 摘 ２９ ２６ ３ ０

意見・要望 ２ ２ － －平成１６年 工事監査 平成16.4.21 
～平成17.1.19

計 ３１ ２８ ３ ０
指 摘 ７４ ６３ ５ ６

意見・要望 ４ １ ２ １
平成１６年 
各会計定例監査 
（平成１５年度執行分） 

平成16.1.19 
～平成16.9.8

計 ７８ ６４ ７ ７
指 摘 ４ ４ － －

意見・要望 １ ０ ０ １
平成１５年度 
 決算審査 
（公営企業各会計） 

平成16.6.1 
～平成16.8.27

計 ５ ４ ０ １
指 摘 ５５ ５３ １ １

意見・要望 ５ ４ ０ １
平成１５年度 
 財政援助団体等監査 

平成15.6.20 
～平成16.5.12

計 ６０ ５７ １ ２
指 摘 １４ １３ ０ １

意見・要望 ６ ６ － －
平成１５年度 事務事業監査 
（「調査研究委託」の実施状
況について） 

平成15.10.6 
～平成16.2.10

計 ２０ １９ ０ １
指 摘 － － － －

意見・要望 ８ ５ １ ２
平成１５年度 
 行政監査 

平成15.10.7 
～平成16.2.10

計 ８ ５ １ ２
指 摘 ５０ ４９ ０ １

意見・要望 ５ ５ － －
平成１５年度 
 各会計定例監査 
（平成１４年度執行分） 

平成15.1.10 
～平成15.9.9

計 ５５ ５４ ０ １
指 摘 ３ ３ － －

意見・要望 ５ ４ １ ０
平成１４年度 
 決算審査 
（公営企業各会計） 

平成15.6.4 
～平成15.8.6

計 ８ ７ １ ０
指 摘 － － － －

意見・要望 １２ １１ １ ０
平成１４年度 
 行政監査 

平成14.9.5 
～平成14.11.22

計 １２ １１ １ ０

指 摘 ４０５ ２２５ １１５ ６５

意見・要望 ７８ ４３ １２ ２３合          計 

計 ４８３ ２６８ １２７ ８８

（注）件数については、一つの指摘が複数の局（団体）にある場合、局（団体）ごとに件数を数えている。 
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（表２）措置の内訳 

区   分 事          例 件  数

規定、基準等に即した適正な

事務の執行、財産管理等に改

めたもの 

特命随意契約を見直して競争入札に改めた。 

公有財産の異動に伴う通知漏れを改めた。 
６７件

会議、研修等において、関係

者に周知徹底を図ったもの 

工事の施工に当たって、利害関係者との事前協議

を適切に行うよう係内会議で職員に周知徹底し

た。 

２１件

要綱、規則の改正や新たな基

準の作成など、より適切な事

務手続に改めたもの 

補助要綱を改正し、敷金に係る事業終了時の取扱

いについて、要綱に明記した。 
２０件

指 

 

 

 

摘 

その他 － ７件

 小  計 １１５件

より効率的な方法などに改

めたもの 

設計条件等の変更により、経済性を考慮した一括

での発注（改良工事と補修工事）を図った。 
８件

その他 － ４件

意 

見 

・ 

要 

望 
小  計 １２件

合    計 １２７件
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第２ 報 告 の 内 容 

 
 

〔平成１７年各会計定例監査〕 
 

主 税 局 
 

（１）固定資産税・都市計画税の減免処理を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

（ア）豊島都税事務所は、Ａ町会が、平成１４年６月１７日にＢ所有の南池袋の高架道路下の土

地に新築した倉庫４６．８４㎡及びその敷地４４㎡について、Ａ町会の用具等の保管場所及

び防災資機材置場に使用されているとして、条例第１３４条第１項第２号により、公益のた

めに直接専用する固定資産として、固定資産税・都市計画税の減免を行っている。しかし、

倉庫については、減免申請書の提出に基づき減免が行われているものの、敷地については、

減免申請書の提出がなく、現地調査等による要件の確認だけで減免している。 

 
（イ）江戸川都税事務所は、江戸川区一之江にあるＣ所有の町会事務所及び倉庫について、固定

資産税減免申請書を平成１５年９月２２日に提出させている。また､一之江のＤ所有の公衆浴

場の増築部分を発見している。しかし、両方の建物とも評価が行われておらず、両税の課税・

減免の手続も行われていない。 

 
（ウ） 江戸川都税事務所は、平成１４年９月１７日に、江戸川区北葛西のＥ幼稚園の園長Ｆから、

固定資産税・都市計画税の減免申請書の提出を受けている。 

所では、土地及び家屋に対する減免処理は行ったものの、所内の連絡が不十分だったこと

から、Ｆの減免申請のうち、償却資産に関する調査、課税・減免の手続が行われていない。 

 
イ 講じた措置の概要 

（ア）本案件については、平成１７年６月１４日、土地所有者に対し「減免申請書」の提出を求

め、同月２１日に受領し、減免決定を行った。 

 

（イ）江戸川区一之江のＣ所有の町会事務所及び倉庫については、実地調査を実施後、家屋評

価計算を行った。平成１７年７月２９日付けで家屋価格等修正決定の上、同年８月８日付

けで全額減免決定の旨を納税義務者あて連絡した。 

江戸川区一之江のＤ所有の公衆浴場の増築部分については、実地調査を実施後、家屋評

価計算を行った。平成１７年７月２９日付けで家屋価格等修正決定、同年８月８日付けで

減免決定後、同年９月９日付けで平成１７年度９月随時課税の賦課決定を行い、納税義務

者に納税通知書を送付した。 
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（ウ）江戸川区北葛西のＥ幼稚園に係る償却資産について、現地調査を行い、減免資産の確認を

行った。 

その後、平成１７年６月２２日に納税義務者から償却資産申告書及び減免申請書の提出を

受け、これに基づき評価計算を行った。同年７月２９日付けで償却資産の価格等の決定及び

固定資産税の減免の決定後、同年８月１０日付けで平成１７年度８月随時課税の賦課決定を

行い、納税通知書を送付した。 

 
（２）個人事業税の課税を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

（ア）江戸川都税事務所は、不動産貸付業と駐車場業を併せて行っているＧに対し、両事業を個

人事業税の課税対象と認定し、課税標準額を算定している。 

しかし、いわゆる青空駐車場について駐車場業として課税対象となるのは、１０台以上駐

車可能な場合であり、本件のような駐車可能台数が５台であるものは､課税対象外と認定すべ

きである。（個人事業税８，４００円が課税超過） 

 
（イ）大田都税事務所は、不動産貸付業を営むＨに対し、不動産貸付の他に駐車場貸付の事業で

得た収入額４８万円を合算して課税しているが、本件は駐車可能台数が２台であるため、個

人事業税の課税対象外と認定すべきである。（個人事業税１万７，５００円が課税超過） 

 
イ 講じた措置の概要 

（ア）平成１６年度分の課税超過分について、平成１７年６月６日に減額賦課決定を行い、同年

６月２２日に払出証書を発行し、同年６月２７日に超過納付分を還付した。 

  
（イ）平成１６年度の課税超過分について、平成１７年６月２０日に減額賦課決定を行い、同年

７月６日に払出証書を発行し、同年７月１４日に超過納付分を還付した。 

 
（３）土地の用途に応じ課税を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

高架道路下の土地については、その土地を道路以外の用途に供している場合は、固定資産税・

都市計画税を課税することとしているが、江東都税事務所では、月極駐車場として使用されて

いる高架道路下の土地に係る両税を、誤って非課税としている。 

その結果、２１４万１，２００円が課税漏れとなっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年７月２９日付けで土地価格等修正決定を行い、その旨を納税義務者に通知した。

また、平成１３年度から平成１６年度までの固定資産税・都市計画税の課税については、平成

１７年８月１０日付けで平成１７年度８月随時課税の賦課決定を行い、納税義務者に納税通知
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書を送付した。 

 
（４）財産調査を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

都税を滞納している不動産業者が、加盟している社団法人に弁済業務保証金分担金を納付し

ている場合には、これに対して差押えを行うことができる。 

しかし、立川都税事務所では、不動産取得税３９万７，９００円を滞納している不動産業者

Ｊに対する弁済業務保証金分担金の調査が遅れたため、他の債権者により当該弁済業務保証金

分担金の全額（６０万円）が差押えられてしまった。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年９月５日に開催した徴収部門全体課長会で、滞納整理の早期着手、財産調査の徹

底及び滞納処分への早期移行など、効果的・効率的な滞納整理を実施するよう、改めて注意を

喚起し、担当部門の職員への周知徹底を図った。 

これを受け、各所納税・徴収課長は、全体課長会における指示事項について職員に対し周知

した。 

 
（５）徴収部門と課税部門の連絡を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

地方税法第３４３条第２項によると、固定資産課税台帳に所有者として登録されている個人

が賦課期日前に死亡していることが判明した場合は、「現に所有している者」を調査の上、所有

者として課税台帳に登録するとしている。課税及び滞納処分を適切に処理するには、死亡の事

実に基づき、徴収部門から課税部門に連絡し、賦課替を行わなければならない。 

豊島都税事務所では、Ｌに係る平成１６年度１期分の固定資産税・都市計画税１万４，９０

０円等について、本人死亡、無財産という事由で、滞納処分の執行停止として処理しているが、

Ｌは、平成８年 000６月１５日に死亡しており、所の滞納整理部門では、その事実を平成１４

年１０月の時点で把握していたにもかかわらず、課税部門に賦課替の依頼をしていなかった。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年７月１日に滞納処分の執行停止の取消決議をするとともに、同日課税部門へ賦課

替の依頼をした。課税部門では、法３４３条２項後段を適用し、平成１７年９月１２日に相続

人へ賦課替し、納税通知書を送付した。 

また、局では、事務処理の徹底を図るため、平成１７年６月２７日各都税事務所に文書を発

送するとともに、同年９月５日徴収部門全体課長会を開催して、都税事務所徴収部門の課長に

対し、課税部門との連絡を密に行うよう、改めて注意を喚起した。 
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生 活 文 化 局 
 
（１）補助金返還に係る事務手続を適正かつ速やかに行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

私学部は、私立学校１４団体から補助金を一部返還する旨の通知文書をそれぞれ受け取った

後、速やかに返還手続を取るべきところ、すべて一括して処理したため、遅滞している状況が

見受けられた。また、東京都文書管理規則に基づく収受印の押印、文書総合管理システム等へ

の必要事項の記録を行っていないため、通知文書を収受した日付が不明な状況となっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

監査の結果を踏まえ、平成１７年３月２５日に部内の全体係長会を開催し、学校からの補助

金返還に関する通知文書を受け取った際は、収受印を押印し、文書総合管理システム等に必要

事項を記録するよう周知した。 

また、同係長会において、補助金の返還に関する起案は、学校からの通知文書を受け取った

後、できるだけ速やかに行うよう、職員への周知徹底を図った。 

 
（２）歳入の取扱いを適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

文化振興部は、平成１６年度から新進・若手の演劇団体に対し、都施設の空きスペースを演

劇の練習場所として低廉な費用と光熱費の実費負担のみで提供している。 

しかし、演劇団体からの歳入の取扱いについてみたところ、平成１６年４月２３日に徴収し

た使用料の一部負担額を、同年６月１１日に担当者が金融機関で納付するまで、部の金庫に保

管したままであった。また、使用辞退を申し出てきた１団体に対し、歳入戻出の手続によるこ

となく、保管していた現金から使用料の一部負担額を返金している。 

 
イ 講じた措置の概要 

監査結果を踏まえ、歳入の取扱いを適正に行うよう、文書により関係職員への周知徹底を図

り、事務処理の改善に取り組んだ。 

なお、当該事業は、平成１７年度は都施設の空きスペースのうち事業実施に適するものがな

く、事業を休止している。 

 
（３）有償刊行物の在庫管理を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

広報広聴部では、都の各局が編集発行した都政刊行物のうち、特に需要の多いものを増刷し

て販売しており、毎月、棚卸しを実施して現物数を把握している。 

しかし、この有償刊行物についてＰＯＳシステム（有償刊行物の販売管理システム）で管理

している在庫数と棚卸しによる現物数とを照合したところ、差異が生じていた。 
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イ 講じた措置の概要 

平成１７年４月から棚卸しによって把握した現物数とＰＯＳシステムを活用した管理在庫数

とを照合し、適正な在庫管理を行うため、次のとおり努めている。 

現物数のチェックを徹底するため、納品時の冊数確認を委託業者及び職員により二重で行い、

確認後、速やかに入力し、管理在庫数の入力漏れをなくした。 

また、毎月の棚卸しについては、委託業者に依頼し、複雑な図書の配置に習熟した社員が専

属的に行っている。 

さらに棚卸しと管理在庫数については、毎月照合を行い、実施結果を文書として残している。 

 

 

都 市 整 備 局 
 

（１）印刷製本請負契約に係る契約手続を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

都市づくり政策部は、東京都都市計画審議会の事前説明のため「都市計画審議会提案事項概

要」及び「都市計画審議会事前説明会資料」を作成しており、年４回、合計８件の契約を締結

している。しかし、「概要」と「資料」の契約年月日が近接しており、また、履行年月日が同一

であるにもかかわらず、いずれの回も２件の契約に分けて、随意契約により行っている。 

 

イ 講じた措置の概要 

指摘結果を踏まえ、「概要」と「資料」を一括して契約することとした。 

なお、第１７１回東京都都市計画審議会の事前説明会に係る資料の印刷については、契約を

一件にして手続を進めている。 

 
（２）庁有車に装備する消火器の管理等を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

総務部は、庁有車を購入した際、装備品として消火器を備え付けているが、都市整備局の庁

有車３４台のうち、消火器の使用期限切れが１３台、装備なしが１０台、使用期限の不明が２

台となっており、消火器を適切に装備しているのは９台に過ぎない状況となっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

庁有車保有台数は、４台を廃車又は他局に所属換したため、３０台となっている。消火器を

装備していなかった庁有車のうち１台については、所で消火器を購入し、残り２０台について

は、平成１７年９月２８日に購入契約を締結した。 
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（３）廃棄物処理委託の契約を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

多摩ニュータウン整備事務所は、庁舎内で日常発生する、一般廃棄物と産業廃棄物の収集・

運搬及び処分について、Ｂと委託契約を締結している。しかし、Ｂは、産業廃棄物となる混合

不燃物（廃プラスチック類）の処分許可業者ではないのに処分まで含めて契約を行っている。 

 

イ 講じた措置の概要 

廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、収集運搬の許可業

者及び処分の許可業者との契約を行うことについて、平成１７年９月６日及び７日に管理係の

職員を集め、事務処理の徹底を図った。 

    なお、１７年度契約については、収集・運搬及び処分について、それぞれ許可業者に委託を

行っている。 

 

 

環 境 局 
 

（１）英語版ホームページの作成を早期に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

総務部では、環境問題の解決に向けた端緒としてもらうため、冊子「東京の環境」を毎年発

行し、併せて局ホームページに掲載している。また、外国人向けにその英語版も掲載している。 

ところで、英語版は、日本語版の掲載とは別に英語への翻訳とホームページデータの作成を

委託しているが、日本語版の掲載内容に比べて、１年遅れの内容で掲載されている。 

 
イ 講じた措置の概要 

英語版ホームページの作成については、一層効果的に活用していくため、平成１７年度から

日本語版ホームページの掲載後速やかに作成し、改善を図った。 

具体的には、平成１７年６月８日に委託先と翻訳及びホームページ作成の契約を締結、同８

月３０日に成果物が納品された。その後、職員がホームページ掲載の作業を行い、同年９月６

日にホームページに掲載した。 
 

（２）郵便切手等の管理を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

都市地球環境部の郵便切手の受払状況について見たところ、委託業者に貸与していたアンケ

ート調査督促用の郵便切手等の未使用分（３７万９，７７０円分、８０円：１，２０１枚、１

４０円：１，４８１枚、５０円はがき：１，５２７枚）を平成１６年３月に委託業者から返納

されたにもかかわらず、受入れ手続を行っていなかった。 
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イ 講じた措置の概要 

本件で発見された郵券等については、平成１７年５月９日付けで受払簿に記帳した。また、

郵券と受払簿のチェックは毎月定期的に行っている。 

 

 
福 祉 保 健 局 

 
（１）収納金の金融機関への払込みを速やかに行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

東京都会計事務規則（昭和３９年規則第８８号）第２９条によれば、窓口等で現金受領した

収納金は、即日金融機関に払い込まなければならないとされている。しかし、老人医療センタ

ーで収納している患者の診療費自己負担分については、「東京都老人医療センター窓口収納金等

の現金警備輸送業務委託」契約に基づき、収納日の翌々日に金融機関に払い込まれている。 

 

イ 講じた措置の概要 

現金警備輸送業務委託契約の仕様を変更し、平成１７年９月１日より収納日の翌日（集金日）

に金融機関に払い込むように改善した。 

 
（２）契約の履行確認を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

保健政策部は、健康増進法に基づき、毎年度、国民健康・栄養調査を実施し、調査項目の一

つとして血液検査を実施するため、Ｂと委託契約を締結している。 

しかし、仕様書により、受託者は、委託業務に関する一切の情報を記録した媒体について、

検査終了後全て消去し、その結果について、消去した情報項目（個人名、性別、血色素量等）、

数量、消去方法等を明示した文書により都に報告しなければならないが、提出されていない。 

 

イ 講じた措置の概要 

個人情報の消去を明示した文書については、業者に再度提出を求め、平成１７年７月５日付

けで提出がなされた。       

 

 

病 院 経 営 本 部 
 
（１）診療報酬の請求を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

各病院における診療報酬の請求、返戻、査定減に係る事務処理を見たところ、次のとおり、

是正・改善を要する事例が見受けられた。 
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（ア） 駒込病院では、７件で７万３，７７７円の診療報酬を請求していない。 

（イ） 神経病院では、３件で９１万６，５００円の診療報酬を請求していない。 

（ウ） 八王子小児病院では、１件で６３４万８，４６０円の診療報酬を請求していない。 

（エ） 梅ケ丘病院では、５件で９万３円の診療報酬を請求していない。 

（オ） 府中病院では、返戻されたレセプトの不備を補正しなかったため、１４件で１，２３２万

８，６０５円が長期間にわたり未請求になっている。 

（カ） 清瀬小児病院では、返戻されたレセプトの不備を補正しなかったため、１件で３６９万 

１，６６０円が長期間にわたり未請求になっている。 

（キ） 駒込病院では、再審査請求することが保険診療委員会で決定されている３４件について、

長期間にわたり再審査請求が遅れている。 

 
イ 講じた措置の概要 

（ア） 指摘後、未請求レセプトの洗い出しを行い、平成１７年８月までに全件請求を終えた。 

（イ） 指摘を受けた分について、７月請求時に提出を終えた。 

（ウ） 指摘のあったレセプトについては、６月に症状詳記を添付して請求を行った。 

（エ） 診断書を作成し、平成１７年９月１０日に保険分請求及び公費分請求を行った。 

（オ） 平成１７年６月１０日に社保支払基金１件、国保連合会１件の再請求手続きを行った。 

平成１７年７月９日に労災７件、社保支払基金３件、国保連合会２件の再請求手続きを行

った。 

（カ） 指摘の分について、平成１７年７月８日に請求を行った。 

（キ） 指摘を受けた分の再審査請求処理は、平成１７年８月までに全件完了した。 

再審査請求処理  平成１７年７月 １６件 

               平成１７年８月 １７件 

      保険委員会に諮り、再審査処理を取りやめたもの １件 

 
（２）紹介患者加算に係る事務を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

各病院における紹介患者加算に係る事務について見たところ、次のような問題が見受けられ

た。 

（ア）神経病院では、紹介患者加算６が適用され、紹介患者１人につき４０点を加算することが

できるにもかかわらず、病院はこれまで紹介患者加算をまったく行っていない。 

 
（イ） 府中病院では平成１６年９月から紹介患者加算３（加算点数２５０点）を適用していたが、

紹介率が３か月連続（平成１７年１月、２月、３月）で５０％に満たないことから、平成１

６年４月１日付けで紹介患者加算４（加算点数１５０点）の施設基準変更の届出を行った。 

しかし、平成１７年３月分の紹介率は、その算定に誤りがあり、施設基準を変更する必要

がなく紹介患者加算３を継続して適用できるものであった。このため、２７０万４，０００
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円（２，７０４人、２７０，４００点）が収入不足となっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

（ア）定例監査終了後、５月２０日に担当者全員の会議を開催し、他の医療機関からの紹介状持

参患者については紹介患者加算６（４０点）を算定するよう指導し、５月２１日以降該当者

から算定することに改めた。 

 

（イ）５０％超の届出条件を３ヶ月間満たしたため、平成１７年６月１日付けで紹介患者加算３

の届出を行った。また、①今後の紹介患者加算デ－タ抽出に当たり医事課からのデ－タ処理

依頼文に抽出日付を明記する。②毎月の紹介率の実績を運営会議メンバーに報告し、進行管

理に努める。 

 

（３）委員会の設置の趣旨を踏まえ、適切に運営すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

病院における製品指定等委員会（医療器械等の選定及び仕様内容並びに製品指定などを行う

委員会）、指名競争入札等業者選定委員会（厳正かつ公正に入札の参加者又は特定の相手方を選

定するための委員会）の開催状況を見たところ、大塚病院では手術室・ＩＣＵモニタリングシ

ステム（契約金額：１億６，５７４万７，７５０円）の買い入れにあたり、製品指定等委員会

（大塚病院においては「機器等整備委員会」と称している。）に付議すべきであるにもかかわら

ず、これを行っていない。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年７月１２日に開催の運営会議において今後の機器等整備委員会の適正な運営の徹

底を確認した。また、平成１７年７月１５日に開催した機器等整備委員会において、監査指摘

を踏まえ対象となる機器等の買入れに当たっては、当委員会に付議の上、審議・検討すること

を確認した。 

 

 

産 業 労 働 局 
 

（１）維持管理費等負担金の支払いを適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

労働相談情報センター亀戸事務所は、Ａが所有する施設（Ｂビル）の７階に、平成１２年７

月から入居している。平成１６年度の維持管理費等負担金（９９７万６３３円）を見たところ、

請求内容に誤りがあったにもかかわらず、所において必要なチェックを行っていなかったため、

Ａに対して２３万９，５６０円が過払いとなっている。 
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イ 講じた措置の概要 

所維持管理費等負担金の過払分については、還付請求を行い、平成１７年７月２７日に納入

された。また、請求内容について所として厳重な確認を行うとともに、Ａに対しても、請求書

作成段階での厳重なチェックを強く要望した。 

 
（２）特別出納員による審査を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

平成１４年の会計事務規則改正により、局及び所に特別出納員が設置され、特別出納員は、

所管に属する１００万円未満の支出負担行為に係る収支命令の審査を行っている。 

農業振興事務所では、東京都農業事務所建物管理委託契約（契約金額：７５３万３，７５０

円、契約期間：平成１６．４．１～平成１７．３．３１）をＣと締結したが、受託者の履行不

可能により契約が解除された。このため、契約違約金（４９万１，１５６円）が発生し、所は、

既完了部分の支払い代金（７１万４，９４１円）との相殺を行ったが、契約違約金よりも支払

うべき金額の方が多かったため、特別出納員の審査を経て差額（２２万３，７８５円）を支出

している。所では、相殺後の差額が１００万円未満であるとの理由から、特別出納員が審査し

たが、契約金額が１００万円以上となっていることから、出納長室で審査すべきである。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年５月１０日及び同年９月２２日に係長会を開催し適正な事務処理がなされるよう

周知徹底を図り、契約案件の事務処理にあたっては、適正な処理がなされるよう、所内研修等

の充実に努める。 

また、特別出納員による審査に当たっては、「審査実務マニュアル」等により、適正な審査を

行っていく。 

 

（３）保護具の管理を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

生徒用の保護具（保護眼鏡、保護帽等）の管理状況を見たところ、高年齢者技術専門校は、

平成８年４月以降、保護具台帳への必要な記録を行っておらず、また、平成１４年度以前の保

護具を購入した契約書類が存在しないため、保護具を備え付けた日や標準使用期間の経過年数

が確認できない。 

 
イ 講じた措置の概要 

監査終了後、直ちに当校生徒に係わる保護具について、科ごとに保護具台帳を整備して、適

正な記録管理を行っている。 

 

 

 

 - 12 -



（４）毒物・劇物の管理について検討等を行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

島しょ農林水産総合センター（旧水産試験場）は、試験研究用に毒物２種類、劇物２２種類

を管理している。これらの管理状況を見たところ、「農林水産部関係事業所における医薬用外毒

劇物取扱要綱」第１０条では、「万一取扱中に容器の破損等により、毒劇物が飛散、漏れ等によ

り流出した場合は、直ちに関係者に連絡するとともに、化学物質安全性データシートに定める

応急措置により被害の拡大を防止すること。」と規定し、連絡網を作成しているにもかかわらず、

作成した連絡網が作業場所に掲示されていないなど、職員が直ちにわかるようになっていない。

また、応急措置の方法についても十分に周知されていない。 

 
イ 講じた措置の概要 

監査の結果を踏まえ、直ちに薬品室内への連絡網の掲示と応急措置方法の周知徹底を図った。 

その後、所内安全衛生委員会において、連絡網設置の目的及び意義の周知と応急措置の具体

的方法について周知徹底を図った。また、今後、年４回行われる安全衛生委員会においても、

「毒劇物の取扱い」について周知していくこととした。 

 

 

中 央 卸 売 市 場 
 
（１）公務災害に伴う休業補償金等の管理を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

食肉市場における休業補償金等の入金に伴う給与の精算処理について見たところ、数百万円

もの休業補償金等が、振り込まれてから長期間にわたって、精算手続を行うことなく公務災害

関係事務取扱者の銀行口座に保管したままである。 

 
イ 講じた措置の概要 

未処理の休業補償金については、平成１７年８月３１日に精算手続を行った。 

今後は、速やかに精算手続を行うために、職場内のチェック体制の見直しを行う。 

チェック体制の見直しの方法としては、認定・振込・精算の公務災害関係事務の一連の流れ 

が把握できる整理表を作成し、この整理表により、公務災害案件の進捗状況を組織として定期

的に確認することで、処理の遅滞を防ぎ、適切な管理を行っていく。 
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建 設 局 
 
（１）道路占用工事に伴う復旧工事監督事務費に係わる事務を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

水道、ガス等の道路占用工事に伴い道路を掘さくした場合は、東京都道路占用規則（昭和５

２年東京都規則第１３２号）等に基づき、占用者が復旧工事監督事務費を都に支払うこととな

っている。しかし、次のとおり道路占用工事に伴う復旧工事監督事務費に係わる事務に適正を

欠く事例が見受けられた。 

（ア）第六建設事務所では、工事はしゅん功しているにもかかわらず、しゅん功届の提出がない

ものが数多く存在している。 

 
（イ）南多摩西部建設事務所では、工事のしゅん功届が提出されたにもかかわらず、歳入調定が

大幅に遅延している。 

 
イ 講じた措置の概要 

（ア）監査日（平成１７年２月１８日）時点で未提出のしゅん功届については、各占用企業者に

指導を行い、平成１７年３月１５日までに全件提出された。 

占用企業者に対しては、工事しゅん功後速やかにしゅん功届を提出するよう引き続き指導す

るとともに、占用係職員に対しては、道路管理システムにより毎月「進捗管理状況表」を出

力し、これを基に占用企業者の履行を確認するよう周知徹底した。 

 

（イ）復旧工事監督事務費の歳入調定については、あらためて速やかな歳入調定手続の徹底を図

るとともに、平成１７年度より調定状況を確認するため、毎月「監督事務費歳入状況進行管

理表」を作成し、調定事務の遅延防止を図った。 

また、しゅん工届の提出に際しては、 

①平成１７年６月８日、企業者等に対して、しゅん功届の内容（図面、内訳書等）の精査を

求めるとともに、個々に事前指導の徹底を図った。 

②平成１７年９月１３日、しゅん工届提出後の訂正については、訂正すべき図面や内訳書等

の速やかな再提出を行うよう、「道路上工事調整会議」の場において強く指導した。 

 

（２）消防用設備の保守管理を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

西部公園緑地事務所では、神代植物公園消防用設備定期点検保守委託契約（契約金額：１３

万２，３００円、契約期間：平成１６．４．１～同１７．３．３１）をＤと締結し、定期点検

を年２回行っている。このうち、平成１６年８月３０日に行われた定期点検の結果では、設備

の不良が報告されており、その大部分が前回以前の点検から引き続き同じ報告を受けているも

のであったが、修繕等に向けた対応が行われていない。 
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イ 講じた措置の概要 

消防用設備については、平成１７年３月１４日に消火器（２本）の薬剤の詰め替えを完了し

た。また、消火器操作図・持ち出し用送受話器・屋外消火栓用ホースについては、平成１７年

３月３０日までに購入・交換を完了し、改善済みである。 

今後は、消防用設備の適正な保守管理に努めていきたい。 

 

（３）動物台帳の整備を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

都立動物園における動物の管理は、建設局動物管理要綱（昭和４７年９月１１日４７建総用

発１０５８号）に基づき、動物台帳を備え、動物の増減を記載することにより行われている。 

しかし、多摩動物公園における動物台帳の整備状況について見たところ、動物の増減があっ

たにもかかわらず、動物台帳への記載漏れや誤記載が多数見受けられた。 

 
イ 講じた措置の概要 

動物台帳の記載漏れ及び誤記載については、すべて追記又は訂正を行った。 

平成１７年度以降は、建設局動物管理要綱の定めに従い適正な整備を行っている。 

 

（４）公園の占用許可を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

多摩動物公園では、東京都立公園条例（昭和３１年東京都条例１０７号）第１３条に基づき、

財団法人東京動物園協会に対し、臨時売店や物品置き場などに使用するため、公園の一部の占

用を許可し、占用料を徴している。 

しかし、この占用許可状況について見たところ、自動販売機用冷凍機置場は一時的な占用と

して許可しているが、隣接する自動販売機設置場所は公園施設として設置許可（許可期間５年）

されている。また、物品倉庫は、常設売店の倉庫として継続的に使用されているにもかかわら

ず、一時的な占用として許可している。 

 

イ 講じた措置の概要 

自動販売機用冷凍機置場については、隣接する自動販売機と一体として、平成１７年４月１

日から設置許可した。物品倉庫については、第４号売店の倉庫として継続的に使用が見込まれ

るので、同売店の使用許可面積に物品倉庫面積を含めることとし、平成１７年６月１日付けで、

許可事項の変更を行った。 
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港 湾 局 
 
（１）固定資産に係る修繕費の負担を求めるべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

東京港管理事務所では、青海ふ頭受変電監視システム修繕を、Ａと契約（契約金額：２１０

万円、工期：平成１６．１１．２９～平成１７．１．３１）を締結し行っている。 

この受変電監視システムは、都と財団法人東京港埠頭公社の共有であり、その費用は持分割

合（５０対５０）に基づき負担するとしているが、所は、公社に修繕費の負担を求めていない。 

 
イ 講じた措置の概要 

修繕費の負担については、平成１７年９月２２日付１７東港運第６３２号により当該案件に

係る応分の費用負担の協議及び通知を行い、修繕費の請求を行ったところである。 

 

 

東 京 消 防 庁 
 
（１）単価契約における発注件数等について、チェック体制の整備を図るべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

総務部では、住民税決定通知書等の帳票のデータ入力委託契約をＡと単価契約により締結し

ている（推定総金額：３０７万９１４円、契約期間：平成１６．４．１～平成１７．３．３１）。 

しかし、この委託契約について見たところ、①入力する帳票のデータ数を予定件数で発注し

ており、実際にＡに渡した数量の確認を行っていない。②毎回の納品時に添付される伝票の件

数と、これらをまとめて月末の請求時に提出される納品書の件数とが相違している。 

 

イ 講じた措置の概 

平成１６年度までは、発注を予定件数で行っていたが、１７年度からは、「指示書」により、

実際の依頼件数で実施している。①発注の際は、実際の依頼件数を指示書により提示し、納品

毎に、提示した指示件数と納品件数との照合を行っている。②毎月の支払の際は、月をまとめ

た納品書に、発注の際に提示した指示書を添付している。 

これらにより、発注件数とひと月の納品件数の照合を重ねて行い、納品された件数と支払と

の確認を徹底するよう、チェック体制の整備を図った。 
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交 通 局 
 
（１）収入金の管理を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

高速電車事業の運輸収益に係る現金の管理状況について見たところ、次のとおり適切でない

点が見受けられた。 

（ア）各駅では、自動券売機等の売上データと現金有り高を突合して、収入調定額を決定してい

るが、突合の結果、売上データと現金有り高とが相違している場合には、原因を調査の上、

売上データを更正し、現金有り高を収入調定額としている。 

各駅は、売上データを更正したときは、その金額、原因等を電車部に報告しているが、報

告にあたって、電車部は報告内容を裏付ける証拠書類の添付等を各駅に義務付けていない。 

 

（イ）資産運用部は、収入金の預託業務について、金融機関と「東京都交通局保管銀行業務の取

扱いに関する契約」を締結しており、調定金額（事業所が預託時に添付した預託票の金額）

と預託現金とに相違があった場合は、調定金額を収入として計上し、預託現金との過不足金

については、精算することとしている。 

しかし、相違金額１駅１，０００円未満については、過不足金の差引不足額を資産運用部

で前渡金により補充しているが、資産運用部は、この補充を行ったものについて、電車部へ

連絡していないため、電車部は事実関係を把握できず、その原因を調査・究明できない。 

 
イ 講じた措置の概要 

（ア）報告内容を裏付ける証拠書類については、訂正通知書で報告がある度に添付するよう、平

成１７年５月２０日付事務連絡で所属長に通知し、徹底した。また、各駅の助役に対しても、

報告に係る証拠書類の添付を指導し、助役会等で周知するように指導した。 

 
（イ） 千円未満の過不足金が発生した場合の資産運用部から電車部への連絡については、週１回、

収入金相違整理簿により行うこととした。 

 

 

水 道 局 
 
（１）水道及び下水道料金の減額に係わる事務処理を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

めっき業の水道料金下水道料金減額申請に係る事務処理について、次のとおり適切でないも

のが見受けられた。 

（ア） 板橋北営業所では、申請書が保管されていないものが１０件ある。 

（イ） 北営業所では申請書が保管されていないものが７件ある。 
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（ウ） 中野営業所では、当該減額の適用について意思決定されていないものが７件ある。 

 
イ 講じた措置の概要 

（ア）（イ）（ウ） 

平成１７年４月１９日、営業所営業係職員を対象とした説明会を開催し、めっき業に係る減

額適用について適切な処理を行うよう指導した。 

さらに、平成１７年５月１７日付各営業所長あて文書により、監査指摘を十分踏まえ適切な

処理を行うよう通知し、職員へ周知した。 

なお、指摘案件すべてについて、平成１７年５月１９日（板橋北営業所、北営業所）、２６日

（中野営業所）に是正した。 

 
（２）固定資産の管理を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

多摩水道改革推進本部は、平成１２年２月に、多摩ニュータウン水道事務所電気係仮設事務

所（２６７㎡、軽量鉄骨プレハブ造、地上２階、建設費：約２，５８７万円）を建設している

が、一時的に使用する仮設物であるとして、固定資産の取得手続きを行っていない。 

しかし当該仮設事務所は、当初４年間事務所として使用する予定であったものであり、かつ

現在も事務所として使用しているものであることから、固定資産として取り扱うべきである。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年４月１２日、本部内で管理職連絡会を開き、今回の監査結果を踏まえ注意喚起を

行った。さらに、平成１７年５月２５日付け及び平成１７年９月１日付けの文書によって、局

内周知を行った。 

なお、指摘案件については、平成１７年３月３１日付けで、固定資産台帳への登録を行った。 

 

 

下 水 道 局 
 
（１）前渡金に係る事務を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

（ア）規程第７５条第２項によれば、「資金の前渡を受けた者は、前渡金受払簿を備え、出納の都

度、前渡金の整理をしなければならない。」とされているが、経理部で定めている当該受払簿

の様式は、前渡金受入額、前渡金支払額及び前渡金残額のみを記帳するもので、保管してい

る残額の内訳である現金、預金を区分する欄がない。 

 
（イ）小菅水再生センター及び中部建設事務所では、月ごとの所要額を予定して前渡金を用意す

る場合は、前月分の精算と同時に当月分の必要額を請求しているが、請求日当日に、その入
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金予定金額を、前渡金受払簿に前渡金受入として記帳しているため、実際に前渡金が入金さ

れるまでの間、受払簿に記帳された前渡金残高が、実際の残高と一致しないものとなってい

る。 

 
イ 講じた措置の概要 

（ア）平成１７年３月２４日付けの通知文により、現行の前渡金受払簿の記帳方法を預金、現金

の区分に整理する方式に改めるとともに、平成１７年５月２７日に開催した関係係長会で、

適正な記帳方法について周知徹底を図った。 

 
（イ）該当所に対して、実際の残高と一致しない前渡金受払簿の残高を、訂正・記帳するよう指

導した。 

 

（２）管渠維持補修工事において「迅速施工」等を選択した理由を明確にすべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

施設管理部は、下水道施設を緊急に補修することを目的として、Ａと「管渠維持補修工事（単

価契約）」（推定総金額２６億８，２７５万円、契約期間：平成１６．４．１～平成１７．３．

３１）を締結している。 

この工事費について見ると、緊急施工（施工指示後７２時間以内に着手すべきもの）及び迅

速施工（施工指示後７２時間を超えて着手するもの）は、通常の工事に比べ工事費が割高とな

っているにもかかわらず、各管理事務所で作成した施行通知書には、緊急に補修する必要があ

ると判断した理由が記載されていない。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年５月１２日及び１９日付けの通知文により、管きょ維持補修工事施行通知書の特

記事項欄に「緊急施工」「迅速施工」別の施行理由を明記するよう、各管理事務所に対し文書

を持って指導した。 

 
（３）収入事務のあり方を見直す必要のあるもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

宅地造成等を行うもの（申請者）が、公共下水道のます及び取付管（公共ます）の設置を行

う場合、申請者は、施工能力を有すると局が認定しているもの（施工者）に設置工事を請け負

わせ、同時に、当該工事に関する局との協議や費用の支払いなどを施工者に委任している。 

設置工事に伴い区道の掘削を行う場合は、区に対する道路掘削申請を局が行わなければなら

ないため、局は、道路復旧費を区に支払った上で、施工者に対して同額を請求しているが、履

行遅滞となっているもの（４６件、４２５万２，５２７円）が認められた。 

この未収金の請求の状況について見ると、局は、施工者には請求しているが、本来の債務者

である申請者には、請求を行っていない。 
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イ 講じた措置の概要 

平成１７年３月２５日付けの通知文により「公共ます設置事務要綱細則」別添様式の委任状

を改正し、受任者が履行不能等となった場合は、申請者に費用の請求を行う旨を明記するとと

もに、各管理事務所に対して、対応を徹底するよう指示した。 

 

 

教 育 庁 
 
（１）事務処理を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

大島南高等学校は、寄宿舎を利用する生徒から賄費を徴収しているが、平成１４年度以前に

発生した収入未済金のうち、①ＡからＣについては、平成１５年１０月までは督促等を行って

いたものの、その後、回収等の事務処理が行われていない。（４６万４，０３１円）②平成１５

年３月に卒業したＤについて、学校はＤの在学中に回収手続を行わず、卒業後１年６か月以上

経過してから督促を行っており、回収が図られていない。（９，１５６円） 

 
イ 講じた措置の概要 

賄費の未納に対する督促については、在校生を含む未納者の個人別管理簿を作成し、電話・文

書等による督促経過を詳細に記録し督促を行った。 

卒業又は転退学予定者については、卒業式（転退学）前日までに完納するよう指導するととも

に、納入確約書を徴し計画的な納入を促す。 

卒業から長期間経過した債務者については、督促が遅れた経過・理由を書面で明らかにし、文

書送付後の電話での説得に当たり理解が得られるよう努めた。 

さらに、累積未納防止のため、平成１７年9月７日に舎監長及び担任を交えて、未納者対策

会議を開催した。今後も毎月会議を開催し、教員と事務担当者との連携により、未納の解消に

学校全体で取り組んでいくよう努める。 

 
（２）工事に当たり関係者と十分に調整すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

学務部は、八王子北高等学校の学校用地の一部を E から借りていたが、E がその用地におい

て宅地開発を行うこととしたため、用地に敷設してある学校の下水道管を開発の支障とならな

い道路予定地に移設した上で、用地を返却することとなった。 

しかし、部は、E 等と十分な調整を行わずに設計図書を作成し、工事を施行したことから、

移設した下水道管の一部が宅地予定地にかかってしまい、部は、再度、支障部分を道路予定地

に移設する工事を行った。この結果、新設・撤去費用が不経済支出となっている。 
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イ 講じた措置の概要 

平成１７年９月９日に施設係会を開催し、定例監査報告書における監査指摘事項を十分に踏

まえ、敷地境界に絡む工事施工に当たっては、土地に関する利害関係者で締結する協定書等の

内容を十分に熟知し、関係者との事前協議を適切に行うよう徹底するとともに、工事着手前に

は庁内の関係部署と再確認を行うことを係員に周知徹底した。 

 

 

警 視 庁 
 

（１）契約手続を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

総務部は、東大和体育センター訓練グラウンドの芝生（一部）の張替えをＡと契約締結して

いる（契約金額：３７５万９，０００円、契約年月日：平成１６年５月７日、工期：平成１６

年６月４日）。 

しかし、部は、工期の延長について、Ａに口頭で指示したものの、書面による契約変更の手

続を行っておらず、工期内の工事完了届を形式的に提出させていた。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年４月２８日に課内会議を開催し、契約変更手続の適正化を図るとともに、担当者

の事務分担と相互のチェック体制を全うするよう、指示を徹底した。 

また、平成１７年６月１７日の本部会計責任者会議において、監査の結果を踏まえ、契約手

続を適正に行うよう注意を喚起した。 

平成１７年９月８日には、監査講評を受けた結果について、課内会議を開催し、幹部による

チェック機能の徹底を図るよう指示した。 

 
（２）履行確認を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

総務部は、島しょ地域の繁忙期におけるパトロール強化及びイベント対応等に要する白バイ、

パトカー等を管下の各警察署に配備するため、海上運搬契約（単価契約、契約期間：平成１６．

４．１～平成１７．３．３１、契約金額：１１２万８，７９２円（小笠原経路）、４５２万４，

５３５円（伊豆七島経路））をＢ及びＣとそれぞれ特命随意契約により締結している。 

両契約における履行確認状況について見たところ、①受託業者は、警視庁の指定する日時及

び場所に責任者を派遣しなければならない（運搬請負契約書第３条）としているが、派遣の状

況を確認できる書類等が存在せず、履行状況が不明である。②受託業者の「車両送り状」（車両

を船に積載する際に記入する書類）を履行確認の根拠としているが、積載日及び受託業者の受

領印が無いものなどが添付されているなど、確認書類として不十分であるにもかかわらず、受

託業者に支払いをしている。 
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イ 講じた措置の概要 

履行確認を適切に行うために、平成１７年６月２日付けで関係所属に対し事務連絡を発出し、

車両の搬送日及び受領日の確認が明確にできる書類を徴することとし、適切な履行確認を徹底

するよう職員に指導した。また、当該運搬請負契約書第３条については、上記による確実な履

行確認を前提に不要と判断し、平成１７年度下半期締結の契約から当該条項を削除した。         

 

（３）公有財産の記録管理を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

交通部は、交通の安全と円滑化を図るとともに、駐車秩序を確立することを目的として、必

要やむを得ない一時停車を認めるため、工作物であるパーキング・メーターを設置し、これを

公有財産として管理している。 

しかし、公有財産台帳を見たところ、パーキング・メーター８７台を取り壊したことにより、

２，８８６万９，７５５円相当分を減少しなければならないが、誤って異なる価格を増加した

ために、平成１６年度末残高が５，７３１万２，０００円過大となっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

公有財産台帳の現在価格については、平成１７年８月２２日財務局に訂正を依頼し、是正し

た。また、平成１７年８月１１日に関係職員による連絡会議を開催し、適正な公有財産台帳の

記載、検算の徹底及び幹部による記載内容の点検確認の徹底を指示した。 

 

 

収 用 委 員 会 事 務 局 
 

（１）複写サービスに関する契約について検討すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

収用委員会事務局は、複写サービスに関する契約をＡと特命随意契約により締結している（単

価による推定総金額：４１８万８，１３２円、契約期間：平成１６．４．１～平成１７．３．

３１）。この契約における単価の内訳を見ると、その単価が他局の複写機に比べ非常に割高とな

っている。 

 

イ 講じた措置の概要 

他局の専用機単価を参考に業者と協議を行い、１７年度に関しては基本複写サービス料金を

１３万円から１０万円に、超過複写サービス料金を４．２０円から３．３６円にするなど、減

額した金額により契約を行った。 
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〔平成１６年度決算審査（出納長所属各会計）〕 
 

都 市 整 備 局 
 
（１）公有財産について＜無体財産権＞ 

ア 監査結果の内容 

著作権１件（賃貸住宅トラブル防止ガイドライン）が登載漏れとなっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年１０月に、公有財産増減異動通知書により出納長に通知した。 

 
 

環 境 局 
 
（１）公有財産について＜特許権＞ 

ア 監査結果の内容 

「ごみ焼却炉における排ガス循環装置」１件が過大に登載されている。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成１７年１０月に、公有財産増減異動通知書により出納長に通知した。 

 
 

福 祉 保 健 局 
 

（１）公有財産について＜無体財産権＞ 

ア 監査結果の内容 

商標権１件（「東京都食品衛生自主管理認証制度」認証マーク）が登載漏れとなっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年１０月に、公有財産増減異動通知書により出納長に通知した。 

 

（２）債権について＜貸付金＞ 

ア 監査結果の内容 

貸付金２億５，７６３万５，２５６円（社会福祉事業振興資金貸付金２億５，５１１万円、

女性福祉資金貸付金１８９万２５６円及び災害援護資金貸付金６３万５，０００円）が登載漏

れとなっている。 
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イ 講じた措置の概要 

平成１７年１０月に、債権増減異動通知書により出納長に通知した。 

 
（３）債権について＜貸与金＞ 

ア 監査結果の内容 

貸与金９，４４４万９，８５８円（介護福祉士修学資金貸与金）が過大に登載されている。 

 

イ 講じた措置の概要 

平成１７年１０月に、債権増減異動通知書により出納長に通知した。 

 

    

産 業 労 働 局 
 
（１）物品について 

ア 監査結果の内容 

物品４点（大田技術専門校のマシニングセンタほか３点）が登載漏れとなっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

登録漏れとなっていた、マシニングセンタほか３点の物品については、平成１７年５月及び

同６月に登録を行った。 

今後、備品の登録処理については、規則等の規定に基づき、適正に処理していく。 

 

 
港 湾 局 

 
（１）公有財産について＜無体財産権＞ 

ア 監査結果の内容 

著作権１件（東京港便覧）が登載漏れとなっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年１０月に、公有財産増減異動通知書を出納長に通知した。 

 
（２）物品について 

ア 監査結果の内容 

物品１点（朝潮ふ頭焼却炉）が過大に登載されている。 
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イ 講じた措置の概要 

平成１７年１０月に、財務会計システムのデータファイルから削除した。 

 

 
教 育 庁 

 

（１）物品について 

ア 監査結果の内容 

物品１８点（電子計算機ほか）が登載漏れとなっており、物品２５点（電話交換機ほか）が

過大に計上されている。 

 

 

イ 講じた措置の概要 

物品１８点(電子計算機ほか)の登載漏れ及び物品２５点(電話交換機ほか)の過大計上につ

いては、該当所属において物品管理システムに入力処理した。 

 

 
 

〔平成１６年度決算審査（公営企業各会計）〕 
 

病 院 経 営 本 部 
 
（１）器械及備品購入費及び工事費（資本的支出）で支出すべきもの 

ア 監査結果の内容 

① 墨東病院では CCD カメラシステムの修理として、修繕料（収益的支出、契約金額：２

６２万５，０００円）で支出しているが、既存資産の修理を行わず、新しい CCD カメラ

システムを取得していることから、器械及備品購入費（資本的支出）で支出すべきである。 

② 墨東病院では超音波診断装置の修理として、修繕料（収益的支出、契約金額：４０９万

５，０００円）で支出しているが、既存資産の修理を行わず、新しい超音波診断装置を取

得していることから、器械及備品購入費（資本的支出）で支出すべきである。 

③ 広尾病院では看板（幅８００mm×高さ２０００mm×厚さ８０mm）を設置し、修繕料

（収益的支出、契約金額：７３万５，０００円）で支出しているが、当該看板は鉄筋コン

クリート基礎を有する屋外の堅固な構築物であり、工事費（資本的支出）で支出すべきで

ある。 
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イ 講じた措置の概要 

指摘を受けた件について、下記のとおり修正の会計処理を行った。 

 ①平成１６年度執行分の過年度損益修正 

 ②固定資産登録 

     ③減価償却費の計上（平成１７年度より償却開始） 

 

（２）除却手続を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容 

① 荏原病院では磁気共鳴断層撮影装置（購入年月日：平成７．１２．２５、帳簿価額：５，

４１５万２，０００円）が老朽化したため処分をしたが、資産の除却処理をしていない。 

② 荏原病院、神経病院及び清瀬小児病院（以下「各病院」という。）は、焼却炉を資産とし

て計上している。しかし、「ダイオキシン類対策取組方針」（平成９年１１月）に基づき、

都が保有する小型焼却炉は原則使用中止となったため、各病院は平成９年１０月以降全く

使用しておらず、また、今後も使用する見込みがない状況であるにもかかわらず、除却手

続を行っていない。 

 
イ 講じた措置の概要 

①、②いずれについても平成１７年９月１日付けで除却処理の手続きを行った。 
 
 

中 央 卸 売 市 場 
 
（１）改良費（資本的支出）で支出すべきもの 

ア 監査結果の内容 

① 淀橋市場では、破損した裏門門扉の修繕工事契約（契約金額：１８５万５，８５０円、

修繕期間：１６．５．１７～６．２８）を締結し、修繕費（営業費用）で支出しているが、

この修繕工事の内容は、破損した門扉を撤去し、新たに設置したものであり、改良費（資

本的支出）で支出すべきである。 

② 足立市場では、環境整備事業として市場内の荷捌場にフォークリフト専用の充電設備を

設置するため、工事請負契約（契約金額：８９万６，７００円、工事期間：１６．９．８

～ １０．８）を締結し、修繕費（営業費用）で支出しているが、これは、設備の新設で

あることから改良費（資本的支出）で支出すべきである。 

 
イ 講じた措置の概要 

指摘に基づき平成１７年９月７日に固定資産に計上し、同額を収益に計上する経理処理を   

行った。今後は、収益的支出と資本的支出の区分基準を定めた、「市場会計における収益的収支

の区分基準（修繕費支弁基準）」により適正な会計処理を行う。 
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水 道 局 
 
（１）施設整備費（資本的支出）で支出すべきもの 

ア 監査結果の内容 

局は、墨田区墨田四丁目５５番地先から同区墨田四丁目５６番地先間の配水小管新設工事を

施工し、設備補修費（収益的支出）で支出しているが、区道敷１０３．５ｍに布設した部分（施

工工事費：１，１００万６，４５２円）については、新たに布設したものであることから、施

設整備費（資本的支出）として支出すべきである。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年７月４日に支所経理係長会において、今回の指摘を踏まえ、執行科目の適正化に

ついて周知徹底した。さらに、平成１７年９月７日付けで局内関係部署に通知し、周知徹底を

図った。 

なお、指摘案件については、平成１７年８月２４日付けで固定資産計上を行い、適正に処理

した。 

 

 
〔平成１６年財政援助団体等監査〕 

 
生 活 文 化 局 

 
（学校法人１１０団体） 

 
（１）中高併設校における職員の補助金算定に必要な中学校と高等学校への割り振りについて指導す

る指針を作成すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

局は、私立学校経常費補助金の交付に当たって、要綱により学校割単価、学級割単価、生徒

割単価及び教職員割単価を設定し、補助標準額を算定している。都内の私立中学校のほとんど

は、高等学校との併設となっているが、教員については、担任等により中学校と高等学校の割

り振りが行えるものの、事務職員及び現業職員については、組織規程からも、中学校と高等学

校の割り振りを行っていないものが多い。 

 
イ 講じた措置の概要 

監査の結果を踏まえ、中高併設校における職員の補助金算定に必要な中学校と高等学校への

割り振りについて、平成１７年度私立学校教育助成金調査表（Ａ表・Ｂ表）記入の手引きに注

書きで明記した。 
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また、平成１７年９月１６日に開催した経常費補助金説明会で周知徹底を図った。 

 
（２）補助の条件である制度の周知を行うことを指導すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

局は、経常費補助の特別補助として、授業料減免制度に対する補助を行っているが、学校法

人Ｈの中学校の平成１４年度及び平成１５年度の「生徒募集要項」をみると、家計状況及び家

計状況の急変を理由とする制度についての記載がなく、補助の条件である生徒及びその保護者

等への周知が十分になされていない。 

 
イ 講じた措置の概要 

補助の条件である生徒及び保護者等への周知については、局の審査時に再度確認するよう係

内で徹底するとともに、平成１７年９月１６日に開催した経常費補助金説明会で周知徹底を図

るなど、改善に努めた。 

 
（３）授業料減免の手続を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

学校法人関東国際学園の関東国際高等学校では、交通遺児等の授業料減免規程に定められた

減免手続きをとらず、保護者に授業料全額を一旦納付させ、都から補助金（平成１４年度、４

０万２，０００円・平成１５年度、２０万４，０００円）の交付を受けた後に、これを既納の

授業料の減免額として保護者へ還付している。 

 
イ 講じた措置の概要 

交通遺児に係る授業料減免の手続を適正に行うよう指導した。 

なお、指摘に係る授業料減免の手続きについては、平成１６年度以降該当者はいない。 

 

（４）人件費の支出に当たり、支給根拠を明確にすべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

学校法人道塚学園では、法人給与規程で給与について、「給与の種類は本俸、諸手当（管理職

手当、通勤手当）、期末手当とする。」としているが、園長及び主任を除いた教諭８名に対し、

毎月一律１万円（１名のみ２万円）の規程に定めのない「手当」を支給している。 

 

イ 講じた措置の概要 

監査の結果を踏まえ、給与規程（第２条）の改正を行い、給与の種類を本俸、諸手当（管理

職手当、行事手当、通勤手当）、期末手当とし、支給の根拠を明確にした。 
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（５）通勤手当を適正に支給すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

学校法人日本工業大学では、法人給与規程第１５条によると、「通勤手当は、交通機関を利用

して通勤する職員に月額で支給する。額は１カ月の通勤に要する運賃とする。」としているが、

１年間一日も出勤していない日本工業大学付属東京工業高等学校の教諭に対して、通勤手当（平

成１５年度１１万９，８５６円）を支給している。 

 
イ 講じた措置の概要 

指摘に係る手当については、法人給与規程第１５条に「日本工業大学付属中学校・付属東京

工業高等学校・法人給与規程実施細則」（理事長決定）を付記し、通勤の実績のあった場合の

み支給できるとした。 

 

（６）会計処理を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

（ア）学校法人立正大学学園の立正高等学校・中学校は、生徒に制服として販売するために購入

したソックス、ハイソックスを１５６万５，６７６円計上しているが、補助活動事業で販売

する商品の仕入れに当たることから、勘定科目を消耗品費支出ではなく、補助活動仕入支出

で計上すべきである。 

 
（イ）学校法人関東国際学園の関東国際高等学校の総勘定元帳を見たところ、平成１３年度に交

付決定（平成１４年１月２８日付）のあった東京都私立学校非常通報装置（学校１１０番）

整備事業補助金２６万２，５００円を、平成１３年度の収入として計上せず、平成１４年度

の収入として計上している。 

 

イ 講じた措置の概要 

  （ア）平成１６年度中に消耗品費支出として計上していたソックス、ハイソックス等、生徒に販

売する商品の購入費用については、補助活動仕入支出に振り替えた。 

また、平成１７年度当初予算では上記の費用を補助活動仕入支出に計上し、以後この科目

で処理している。 

 

（イ）監査の結果を踏まえ、平成１６年度の補助金については、当該年度内に受け入れた。 

 
（７）補助対象教職員の審査を適正にすべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

局は、私立学校経常費補助金交付要綱第６の１の（１）エで、本務教職員の補助対象として

現業職員は、学校に常時勤務し、学校等の用務に従事するものとし、校外施設の管理人は、補

助対象外としている。しかしながら、学校法人和洋学園では、校外施設（伊東学寮）の管理人
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を和洋九段女子中学校の本務職員として私立学校教育助成金調査表（Ｂ表）に記載し、補助金

対象の教職員数に入れている。 

 
イ 講じた措置の概要 

監査の結果を踏まえ、局は、補助要件について、平成１７年９月１６日に開催した経常費補

助金説明会で周知徹底するとともに、審査は、複数の職員でチェックした。 

なお、学校法人は、補助対象となっていた職員が平成１５年３月３１日付けで退職となった

ことから、平成１６年度からは、補助の対象から除外している。 

 
（財団法人東京都歴史文化財団） 

 
（８）特命随意契約により追加契約を行うことなく、適切な契約手続をすべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

財団では、音楽・演劇等の公演に際し、客に対する案内等を行うため、毎年度、「東京芸術劇

場ホール案内等業務委託」契約を実施しているが、契約履行開始前の時点で、当該契約相手を

特命して、別途、当該業務の追加・超過公演分の委託契約を締結している。しかし、両契約は、

当初から一体として契約できるものを、あえて２つに分割している。 

 

イ 講じた措置の概要 

監査の結果を踏まえ、都から財団に是正するよう指導を行った。財団では都の指導を受け、

平成１７年度の「東京芸術劇場ホール案内等業務委託」について、追加公演・超過公演分とを

合わせ、１本の単価契約とすることとし、改善を行った。 

 
（トーキョーワンダーサイトコミッティ） 

 
（９）補助金の申請及び精算に係わる委員会の開催を適宜行うとともに、コミッティの委員会運営に

ついて適切な指導を行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

トーキョーワンダーサイトコミッティでは、委員会を年１回しか開催していないことから、

委員会での審議を経ずに補助金の申請や精算書の提出を行っている。また、生活文化局はこの

ことについて適切な指導を行っていない。 

 
イ 講じた措置の概要 

監査の結果を踏まえ、「トーキョーワンダーサイト」事業実行委員会の運営について適正に事

業を執行するよう、部内連絡会の場において該当事業の主管課等に指導した。 

なお、トーキョーワンダーサイト事業は、平成１７年度から財団法人東京都歴史文化財団の

一事業として、同財団の規定等に基づき事業が執行されることとなり、コミッティとしては解
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散した。 

 
（１０）補助事業に係る補助の条件を守り適切な手続を行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

局は、都民及び芸術家同士の交流を図る芸術活動支援事業を行うため、コミッティに補助金

を支出しているが、補助の条件として、事業経費配分の変更、事業内容の変更などの際には、

都の承認が必要とされているにもかかわらず、これらの手続が行われていない。また、平成１

５年度の「補助金交付申請書」に添付された事業計画書（年度当初に提出されたもの）には、

事業別の予算額が記載されていないため、事業ごとの金額の変更経緯が不明となっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

監査の結果を踏まえ、「トーキョーワンダーサイト」事業実行委員会の運営について適正な事

業執行を行うよう、部内連絡会の場において該当事業の主管課等に指導した。 

なお、トーキョーワンダーサイト事業は、平成１７年度から財団法人東京都歴史文化財団の

一事業として、同財団の規定等に基づき事業が執行されることとなり、コミッティとしては解

散した。 

 

 

都 市 整 備 局 
 

（財団法人東京都新都市建設公社） 

 
（１）受託事業の執行報告に際し、適切な確認を行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

局が公社に委託した、建設発生土再利用センター運営管理事業の事業管理費の執行状況につ

いて見たところ、委託事業には全く必要とされない固定資産税が含まれている。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１５年度決算については、建設発生土再利用センター運営管理事業に按分計上した固定

資産税は修正対応できないことから、公社は、翌年度決算から改善するものとした。 

平成１６年度決算については、委託事業には全く必要とされない固定資産税を建設発生土再

利用センター運営管理事業以外の事業に計上する処理を公社が行ったことを、局は確認した。 

 
（２）まちづくり支援センターの事業の内容や実施方法について検討すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

公社は、住民や関係市町村にまちづくりの支援を行うため、平成１３年度に、まちづくり支

援センターを本社社屋内（職員２名を配置）に設立し、各年度２，０００万円以上の維持管理
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経費を支出しているが、ビジュアルシステムによる映像資料の提供を始めとして事業実績につ

いては、全般に低調なものとなっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

センターの支援事業実績として平成１７年度に西東京市から、ひばりが丘駅北口地区調査業

務を受託するなど、具体的な成果を上げている。 

また、各自治体のまちづくり担当を集めた研修会や住民説明会で積極的なビジュアルシステ

ムによる映像資料の活用及び、多摩地区市町への公社が行う営業活動の説明手段として活用し

た。この結果、資料提供件数は平成１５年度の１１件から 平成１６年度は２３件と増加した。 

 
（東京臨海高速鉄道株式会社） 

 

（３）収入金の管理を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

（ア）調定金額を正確なものとするには、本社においても、駅における売上データの更正の現状

について適切に把握し、指導を行える仕組みを作る必要があるが、駅は更正した金額・原因

等を本社に報告しているものの、本社はこれを適切に把握せず、指導を行えない状況となっ

ている。 

 
（イ）収入調定後、駅は現金と入金票を、現金の計数及び銀行への入金を委託している業者に引

き渡しており、業者は、駅から受領した現金を計数し、入金票記載額と突合している。 

しかし、現金が入金票記載額と相違した場合、本社は、現金処理業務受託者から７駅合計

の相違金額の報告を受けるにとどまっており、駅別の相違金額を把握して発生原因の調査を

駅に命じるなどの適切な管理を行っていない。 

 
イ 講じた措置の概要 

  （ア）駅における売上データの更正の現状について適切に把握するために、平成１７年４月から

本社は「過不足金発生調査表」を毎月作成し、更正した原因の分析を行い、管理駅長に本社

の見解を示している。 

これに基づき、管理駅長が駅員に対する指導の強化と駅務機器操作の習熟訓練など適切な

対策を実施することにより、正確な収入調定を行う体制を整備した。 

 
（イ）平成１７年４月１日から毎日、本社は現金処理業務受託者から各駅別の相違金額報告書の

提出を受けるようにした。 

  これに基づき本社は駅別の相違金額を把握し、管理駅長を通じて各駅に対して発生原因の

調査をさせており、運賃収入における現金の適切な管理に努めている。 
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（４）撮影料金の徴収方法を改めるべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

会社は駅構内等での映画・テレビ等の撮影については有料で許可（平成１４年度の撮影料収

入：２９件３９７万２，５００円）しているが、相手方の倒産、所在不明のため、平成１４年

度実施分３件１１６万５，５００円について徴収不能が生じている。 

会社は、徴収が確実となるよう撮影料金の徴収方法を改められたい。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年３月２３日付決定の「撮影等での鉄道施設の使用について」において、使用料金

の見積額が５０万円を超える場合は前払いをするよう撮影申込者への案内文を改正し、平成１

７年４月１日から施行した。 

 

（５）売店営業料の適正性を担保すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

会社は、各駅に売店を設け、売店の出店者は売店の売上の一定割合を営業料として会社に支

払う契約となっているが、各売店の売上を確認できる手段を契約上定めておらず、営業料の金

額が適正であることを確認できない状況となっている。 

 

イ 講じた措置の概要 

売店業者と平成１７年４月１日付けで合意書を締結し、売上の確認資料の提出を求めること

とした。 

 
（６）構内営業事業について 

ア 監査結果の内容（要約） 

東京臨海高速鉄道りんかい線の駅は、飲食店や物販店などの生活利便施設を設置して収益を

得られる状況になっていることから、より一層積極的に構内営業事業に取り組む必要がある。    

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年４月に各駅における有効活用可能な空間を抽出し、平成１７年７月に駅別の専門

店舗誘致計画を作成した。 

この計画により、給排水設備の整備等にかかわる様々な問題点が明らかになった。これらの

問題を解決しながら専門店舗の誘致に向けてより一層積極的に取り組んでいる。 
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福 祉 保 健 局 
 

（社会福祉法人ふるさと福祉会、にじの会、東京アフターケア協会） 

 
（１）過大に交付された補助金を返還すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

福祉保健局は、「東京都支援費制度移行民間施設運営補助金交付要綱」に基づき、知的障害

者施設等に対し、施設を運営するための補助金を交付しているが、補助金の交付状況について

見たところ、各社会福祉法人の算定額に誤りがあった。 

（ア）局は、補助金交付にかかる関係書類を適切に審査されたい。    

（イ）社会福祉法人ふるさと福祉会は、平成１５年度において、知的障害者入所更生施設東京多

摩学園の運営経費として補助金の交付（６，９３６万５，０００円）を受けているが、事業

実績報告書に誤りがあったため、補助金が２２１万３，０００円過大に交付されている。 

（ウ）社会福祉法人にじの会は、平成１５年度において、知的障害者入所更生施設大沢にじの里

の運営経費として補助金の交付（６，２５７万６，０００円）を受けているが、事業実績報

告書に誤りがあったため、補助金が２万７，０００円過大に交付されている。 

（エ）社会福祉法人東京アフターケア協会は、平成１５年度において、身体障害者通所授産施設

汽車の家作業所の運営経費として補助金の交付（８１９万２，０００円）を受けているが、

事業実績報告書に誤りがあったため、補助金が２７２万円過大に交付されている。 

 
イ 講じた措置の概要 

（ア）平成１７年２月１７日付１６福保障施第６８１号により額の確定を行い、超過交付額の返

還を命じた。該当法人は、平成１７年４月５日までに、補助金を返還した。 

局は、より精度の高い補助金審査を行うため、平成１７年４月１１、１４日に、担当職員

が社会福祉法人会計の研修を受講し、スキルアップを図った。 

（イ）ふるさと福祉会は、平成１７年３月１１日付けで補助金を返還した。 

（ウ）にじの会は、平成１７年３月１７日付けで補助金を返還した。 

（エ）東京アフターケア協会は、平成１７年４月５日付けで補助金を返還した。 

 
（財団法人東京都医学研究機構） 

 
（２）会計処理を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

神経科学総合研究所では、非常用照明蓄電システムの修繕工事を行なっているが、本工事の

内容は、システムの本体部分である蓄電池と整流器（充電装置）の全面的な交換であるため、

固定資産の取得支出として処理し、正味財産増減計算書、貸借対照表に計上するべきである。 
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イ 講じた措置の概要 

指摘後、速やかに、固定資産台帳に登録し、平成１６年度決算において、正味財産増減計

算書及び貸借対照表に計上した。 

 
（財団法人城北労働・福祉センター） 

 

（３）会計処理を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

財団は、局との協議に基づき、平成１５年度の補助金のうち、１，３５０万円を退職給与引

当金及び退職給与引当預金に充当することとしている。この退職給与引当金等の会計処理につ

いて見たところ、①退職給与引当金が、正味財産増減計算書に計上されていない、②退職給与

引当預金が正味財産増減計算書及び貸借対照表に計上されていない。 

 
イ 講じた措置の概要 

指摘を踏まえ、平成１６年度決算において、退職給与引当金及び退職給与引当預金につい

て、適正に会計処理を行った。 

 
（社団法人東京都歯科医師会） 

 
（４）委託契約を適切に締結すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

福祉保健局は、東京都立口腔保健センターの管理を社団法人東京都歯科医師会に委託してい

るが、センターの職員親睦会に対する補助などの福利厚生経費（平成１４年度：１０６万７，

８７４円、平成１５年度：９０万１，４６５円）を委託費に含めることなく積立金会計（運営

委託に係る繰越金を管理している会計：平成１５年度末残高１，０２８万３，２２７円）から

支出している。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年度より、福利厚生経費を委託費に含めて契約を締結した。 

 

（５）委託契約を適切に締結すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

福祉保健局は、東京都立口腔保健センターの管理を社団法人東京都歯科医師会に委託してい

る。法人は、委託経費の管理運営費の中から「本部経費」の支出を行っているが、①法人の本

部役員が会議等でセンターに出勤した場合の「出勤報酬」として、一律に、１日当たり７，５

００円が支払われているが、その支出の根拠となる規程が定められていない。②委託契約書に

おいて、本部経費の積算内訳としては「都歯科医師会連絡調整費」と記載されているのみで、
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本部経費の支出対象が不明確になっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

①法人は、平成１７年３月３１日の理事会決定により「本会役員の報酬及び費用弁償に関す

る規程」を定め、平成１７年４月１日より施行している。 

②局は、平成１７年度の委託契約において、本部経費をセンター業務調整費に改め、予定価

格を積算する際の内訳書において内容を本部役員出勤報酬等とし、支出対象を明確にした。 

なお、平成１６年度の支出については、委託実績報告受領に際し、本部経費差引簿等の関係

書類を確認し、本部経費の支出対象の審査を適切に行った。 

 

 

産 業 労 働 局 
 

（財団法人東京都中小企業振興公社） 

 
（１）敷金に係る補助金の取扱いを適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

公社は、局から補助金の交付を受け、３棟のビルの一部を借り上げ、新規創業者等に対して

提供しているが、補助要綱に事業終了時の敷金の取扱いを明記しておらず、また、このうち平

成１５年度借上げに係る補助金については、公社の補助金清算書に敷金の金額の記載を求めて

いないなど、敷金に係る補助金の取扱いが不適切な状況となっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年４月１日に補助要綱を改正し、当該敷金に係る事業終了時の取扱いについて要綱

に明記するとともに、両事業の敷金金額が把握できる起案文書の保存期間の変更、常用指定を

行った。また、平成８年度及び平成１５年度分の借上げに係る敷金については、平成１７年９

月１日に補助事業者と覚書を取り交わした。 

 
（２）公有財産の管理を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

局は、東京都城東地域中小企業振興センターの管理運営を、平成１４年４月から公社に委託

している。センターの駐車場を見たところ、敷地の一部を隣接しているＤの有料駐車場へ入る

自動車の通路として利用させているが、東京都公有財産規則（昭和３９年東京都規則第９３号）

第２９条の２に基づく使用許可を行っていない。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年４月１日付１６産労商創第９５６号により、葛飾区に対し、東京都公有財産規則
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第２９条の２に基づく使用許可を行った。 

 
（３）契約における競争性の確保を図るべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

公社は局の補助金を受けて中小企業事業転換支援事業を行っており、その事業のために手引

書の作成をしている。作成にあたり随意契約によろうとするときは、なるべく２者以上の見積

書を徴さなければない（財務規程（昭和５８年公社規程第３号）７１条）とされている。しか

し、公社における印刷契約を見たところ、同様な印刷内容で、契約日、履行期限が同日あるい

は翌日である契約を特段の理由もなく別々に締結しており、そのいずれもが単数見積により処

理されている。 

 
イ 講じた措置の概要 

監査の結果を踏まえ、平成１７年３月１７日に開催した公社内の経理事務担当者会議で、契

約事務全体について公社処務規定を遵守すること、印刷契約については原稿の準備等、進行管

理を適切に行うことなど、競争性の確保に向けて、職員への周知徹底を図った。 

 
（東京都森林組合） 

 

（４）補助対象事業費の提出を求めるべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

局は、民有林における森林整備にかかる補助事業を、東京都森林整備補助事業実施要領（平

成１４年４月１日付１４産労農林第４７０号）等により実施しているが、東京都森林組合に対

するこの補助事業を見たところ、査定係数（事業別に政策的な重み付けを行い、加算・減算す

るもの）がかなり高率であり、的確に補助対象事業費を把握していない場合、補助対象事業費

を超える補助金を交付する可能性がある。 

 
イ 講じた措置の概要 

局では、補助事業者である東京都森林組合に対して、平成１６年度の森林整備補助事業に係

る収支報告を提出させた。今後も、東京都森林組合に対しては補助対象事業費の報告を求め、

補助事業の適正な執行に努めていく。 
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港 湾 局 
 

（財団法人東京港埠頭公社） 

 
（１）現金管理を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

公社は、海上公園の利用料等の収納事務を都から受託しているが、各年度末の収納金の現金

残高（平成１４年度末１万７，９００円、平成１５年度末２５万７，７７７円）について、収

納を取り扱う各事業所の金銭出納簿には計上されているものの総勘定元帳及び貸借対照表（現

金及び預り金）には計上しておらず、簿外の管理となっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

指摘を十分に踏まえ、平成１６年度より決算書に計上した。 

 

（２）源泉徴収所得税の取扱いを適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

公社は、平成１５年２月特別昇給差額の所得税（６２人分３５万２，６４１円）及び同年３

月賞与の所得税（２７５人分５７３万８，０３９円）を所定の期日までに納付しなかったこと

から、延滞税２０万７，３００円、不納付加算税３０万４，０００円、合計５１万１，３００

円が発生している。 

 
イ 講じた措置の概要 

本案件発生以降は、源泉徴収所得税の取扱を適正に行うため、平成１６年４月より毎月の源

泉徴収所得税等の給与等により徴収しているものについては、預り金整理簿を作成し、それに

より徴収日並びに納付日を整理し、課内において毎月確認を実施した。 

また、平成１６年１０月２０日に、監査指摘を十分に踏まえ、公社内において、内部監査を

実施し適正な事務処理の確保に努めている。 

 
（３）契約手続を適正に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

局が公社と締結した契約書について見たところ、契約金額（委託料）を記載していないもの

があるが、地方自治法の趣旨に則して契約内容を明確にした上で契約を締結すべきであること

から、契約金額を記載していないのは適正でない。 

 
イ 講じた措置の概要 

概算払いの委託契約書に金額を明記していなかったが、平成１７年度より、契約書中に契約

金額の上限を明記し、契約手続を適正に行っている。 
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（４）ゴルフ関連事業から生ずる利益の取扱いについて、速やかに定めるべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

公社は、若洲海浜公園のゴルフ場にゴルフ練習場球貸機を設置し、ゴルフ関連事業として経

理しており、生じた利益は都返納準備積立金として公社に留保されているが、この返納時期等

の取扱いが公社と局との間で定められていない。       

 

イ 講じた措置の概要 

ゴルフ関連事業の利益剰余金については、局及び公社協議のうえ、平成１７年７月２２日付

けにて、「サービスの向上を図るためゴルフ場の管理運営にかかる修繕費等に充当し、なお残

額がある場合は都に納付する」旨の利用料金関連事業経理処理方針を定めた。 
 
 

下 水 道 局 
 

（東京都下水道サービス株式会社） 

 
（１）競争による契約に改めるべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

会社は、有明処理場等の建物管理を、当初から毎年度、特命随意契約で委託しているが、当

該委託については、特殊な建物管理業務はなく、また同様の委託については、都などでは競争

入札で契約している。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年度の「有明水再生センター（処理場）等建物管理委託」については、監査指摘を

踏まえ、業者選定を行い５者による競争入札を行った。 

 
（２）根拠書類等の作成及び保存に努めるべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

会社は、局から事業用地の一部等を有償で借入れ（平成１５年度まで使用許可、１６年度以

降５カ年の借入契約）、自主事業として、駐車場の経営を行っている。駐車場料金について確認

したところ、駐車場設置時に近隣駐車場を調査した結果の書類など、駐車場料金設定に係る決

定書類が一切なく、料金の設定が適切であるかの検証ができなかった。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１６年１０月、各駐車場近隣の駐車料金の調査を行い、証拠書類として保存した。 
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〔平成１６年行政監査（特命随意契約について）〕 
 

主 税 局 
 
（１）特命随意契約を見直し競争により契約を行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

主税局は、平成１５年度に、軽油引取税の関係様式（１８種類）を、Ｖから特命随意契約に

より購入している（購入金額：１，０３８万７，１９０円）が、当該様式の取得単価は購入よ

り印刷による方が経済的と見込まれることから、他の様式印刷物と同様に、競争による印刷契

約とすべきである。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年度の契約発注分から、各様式の所要数量及び取得単価等を精査し、様式すべてに

ついて印刷を行うことに改めた。 

平成１７年度既に発注した様式（１６種類）については、平成１７年６月２７日付けで競争

による契約を行った。 

 

 

港 湾 局 
 
（１）特命による随意契約の見直しを検討すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

港湾局は、「港湾施設用地における港湾の機能性等を考慮した乗率等に関する取扱要綱」に基

づき、埋立地ごとに選定した画地について、その価格を求め、用地の長期貸付の貸付料決定の

基礎資料とするため、大井埠頭ほか２か所に係る価格調査の委託契約を、業者と特命随意契約

により締結している。しかしながら、本件事業は、鑑定評価の資格を有し、一定の経験のある

ものであれば業務を行うことが可能であると判断される。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年度の大井埠頭ほか２か所に係る価格調査の委託契約については、担当部所に特命

随意契約によらず、競争入札による契約をするように指導するとともに、職員に対しては、適

正な事務処理の徹底を図った。 

その結果、平成１７年度の業務委託については、指名競争入札により受託業者を決定した。 
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東 京 消 防 庁 
 

（１）学力検査問題等の印刷に当たり競争性を採り入れるなど契約方法の見直しを行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

東京消防庁は、職員採用試験や内部昇任試験の試験問題の印刷契約をＲと特命随意契約（契

約金額計：４５８万５，２５１円）により締結しているが、本件のような契約において、機密

の保持に最大限留意すべきことを認めたとしても、同様の厳しい条件下で、競争入札により受

託業者を決定している局もあるため、業者の体制等について十分な調査を行うことにより、現

在の受託業者以外の業者でも十分対応できると考えられる。 

 
イ 講じた措置の概要 

内部昇任試験問題の印刷については、平成１７年１月２１日に指名競争入札を実施し、受託

業者を決定した。 

また、職員採用試験問題の印刷については、特命随意契約によらず、競争見積による随意契

約に変更し、改善を図った。 

 
 

水 道 局 
 
（１）特命随意契約を見直し契約の競争性の確保に努めるべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

局は、女性職員の健康管理の一環として、「婦人科健康診断の業務委託単価契約」をＫと特命

随意契約により締結している（推定総金額：４４７万９，３００円）が、他局における同様な

婦人科健診の契約状況を見ると、指名競争入札参加有資格者以外の業者からも選定し、少なく

とも２者以上による見積競争で受託業者を決定するなど、競争性を考慮した契約を行っている。 

 
イ 講じた措置の概要 

婦人科健康診断の業務委託単価契約について見直しを行い、平成１７年度の業務委託につい

ては、公募制指名競争入札により受託業者を決定した。 

 

 

教 育 庁 
 
（１）学力検査問題等の印刷に当たり競争性を採り入れるなど契約方法の見直しを行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

教育庁は、①都立高等学校入学者選抜学力検査問題及び解答用紙の印刷契約を P と特命随意

契約（第一次募集の契約金額：３，２３２万１，７３１円、第二次募集の契約金額：２８２万
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６，３９０円）により、②英語学力検査問題ほか１０点の印刷契約をＱと特命随意契約（契約

金額：１４５万４，２５０円）により、それぞれ締結しているが、本件のような契約において、

機密の保持に最大限留意すべきことを認めたとしても、同様の厳しい条件下で、競争入札によ

り受託業者を決定している局もあるため、業者の体制等について十分な調査を行うことにより、

現在の受託業者以外の業者でも十分対応できると考えられる。 

 

イ 講じた措置の概要 

学力検査問題の印刷については、契約方法の見直しについて、庁内関連部署と検討を行った。

平成１８年１月から実施する入学者選抜の学力検査問題の印刷については、特命随意契約によ

らず、競争見積による随意契約に変更し、改善を図った。 

 
（２）印刷物の作成契約を分割し競争による契約とすべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

教育庁は、「平成１５年度退職準備講習会、退職準備セミナー、嘱託員退職時講習会及び退職

準備ガイドブック作成」の委託をｄと特命随意契約により締結している（契約金額：７５５万

６，４１７円）が、本件契約の約６５％（４８６万余円）に当たる資料・ガイドブック等の印

刷物については、庁が編集しており、作成も再委託により行っていることから、ｄに特命して

委託する合理的な理由は認められない。 

 
イ 講じた措置の概要 

監査の結果を踏まえ、本事業に係るすべての印刷物の作成については、平成１７年度から、

競争による契約により、受託業者を決定するよう改めた。 

 

 

 

〔平成１６年行政監査（都立図書館サービスについて）〕 
 

教 育 庁 
 
（１）外国語図書目録のデジタル化を図り、インターネットで検索できるようにすべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

都立図書館は、利用者の利便性向上のために、中央及び多摩図書館で所蔵している中国語等

の外国語図書目録のデジタル化を図るとともに、インターネットで検索ができるようにされた

い。 

 
イ 講じた措置の概要 

外国語図書目録をインターネットで検索できるようにすることについては、平成１７年５月
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から新規受入図書のNACSIS-CAT登録を開始するとともに、６月から国立情報学研究所と都立図

書館の共同事業による、既存の中国語図書９,０００冊（予定）のデータ遡及入力を開始した。 

引き続き、児童図書を中心にした多摩図書館所蔵の中国語及び韓国・朝鮮語図書約４,０００

冊のデータ遡及入力を実施する計画である。 

その結果、現時点で約３,０００冊、年度末には、約１３,０００冊がインターネットで検索

できるようになる予定である。 

 
（２）インターネットに接続可能な端末機を増設し、検索機能の拡充に努めるべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

都立図書館は、インターネットが重要な情報基盤となっている現状を踏まえ、今後インター

ネットに接続可能な端末機を増設し、検索機能の拡充に努められたい。 

 

イ 講じた措置の概要 

検索機能の拡充については、平成１７年６月の電算システム機器更新時に、インターネット

に接続可能な端末機として都立図書館全体で３９台（危険又は有害なサイトのみ不可４台、特

定のサイトのみ閲覧可能３５台）を設置し、利用検索機能の拡充を図った。 

 

 

 

〔平成１６年工事監査〕 
 

水 道 局 
 

（１）建設発生土処分地の選定を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

江東給水所整備工事の建設発生土の処分先について見ると、砂質土は東京都建設発生土再利

用センターと有明北地区を、またレキ質土は城南島受入基地を指定しているが、レキ質土につ

いては有明北地区でも受け入れており、本工事は昼間のみの施工であるので、より安価な受入

料金で昼間のみ受け入れている同地区を処分先として選定することが可能である。 

仮に、レキ質土を有明北地区に処分すれば、積算額約２７３万円が低減できる。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１６年１０月２６日に局内の設計係長会を開催し、建設発生土の処分先については、処

分量、処分条件やコスト等の十分な調査を行い、適切な処分先を選定するよう、周知徹底した。 

また、平成１７年３月３日付けの契約変更により、処分先を変更し、減額是正を行った。 

さらに、同年４月、再発防止に向けて処分費経済比較表を作成するとともに、起工時に使用
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するチェックリストに「残土処分先は適正に選定されているか」の項目を追加した。処分地選

定に当たっては、これらを活用し、適切に行うこととした。 

 
（２）特命随意契約の適用を慎重に行うべきもの  

ア 監査結果の内容（要約） 

国分寺市南町三丁目４番～１６番地先間配水本管（４００㎜）新設工事の特命随意契約理由

について見ると、早期に完成させる必要があることから、現場状況等を熟知しているＢと契約

を行っているが、他に競争入札に付することができない特段の事情があったとは認められない。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年１月２５日に本部内の事務検討会を開催し、特命随意契約に当たっては、法令の

適用を適正、慎重に行うよう徹底し、その旨を同年１月２６日付けで局内各部に周知した。 

また、局内において、１６年度工事の特命随意契約案件全てについて自己点検を実施した。 

今後、本件の指摘を踏まえ、特命随意契約の適用に当たっては、適切かつ慎重に対応してい

く。 

 

 

教 育 庁 
 
（１）外壁補修工事の契約変更手続を適正に行うべきもの  

ア 監査結果の内容（要約） 

体育館外壁補修工事の設計について見ると、足場を設置し、モルタル浮き箇所の樹脂注入及

び爆裂箇所等を補修の上、仕上げを行うこととしているが、①足場が設計と異なっている、②

樹脂注入による補修を行っていない、③爆裂箇所の補修を行っていないなど、設計と施工とに

大きな差異が生じており、積算額約５１万円が過大なものとなっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年１月７日に学校内連絡会を開催し、設計や施工に当たり、複数によるチェック体

制と現場確認を行うことを周知徹底した。また、全都立学校に配布している「工事マニュアル」

に、施工管理や設計変更の手続について追加補正を行った。 

さらに、各都立学校担当者に対し、平成１７年５月２３、２４日及び同年６月１７日に、こ

の資料に基づき、設計と施工及び変更に係わる問題点の研修を行い再発防止の指導を図った。 
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〔平成１６年各会計定例監査〕 
 

主 税 局 
 
（１）路線調査図の作成に当たり契約方法の見直しを行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

千代田都税事務所ほか１０都税事務所（以下「各所」という）は、３年毎に行う固定資産（土

地）の評価替えのために活用する「路線調査図」を、各所ごとに随意契約で作成している。 

この「路線調査図」は、各所とも同一の仕様で作成されており、納期もほぼ同一なものであ

るにもかかわらず、作成単価について見ると、所によって大きな格差があることが確認された。 

 
イ 講じた措置の概要 

路線調査図の契約は各都税事務所で行う予定であるが、事前に本庁から各所へ契約に必要な

情報（仕様、前回最安価の業者名とその単価等）を周知する等、経費の縮減に取り組んでいく。 

 

 

生 活 文 化 局 
 

（１）育英資金返還金の滞納額の減少及び発生の抑止に努めるべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

私学部は、都内に在住する者で、都内に所在する高等学校、高等専門学校又は専修学校に在

学し、勉学意欲がありながら経済的理由により修学困難な者に対し、昭和２９年度より育英資

金貸付事業を行っているが、返還金の滞納額等は平成１５年度末では７億円を超える状況とな

っている。 

また、滞納分に係る違約金の取扱いを見たところ、これまで違約金（遅滞した額に年１４．

６％を乗じて得た額）の徴収は行っていないことが認められた。 

育英資金の返還金は、貸付事業を継続していく上で、実質的に新たな奨学金貸付の原資であ

ると位置づけられるものであり、借受者間における公平性を確保するとともに返還意識を一層

高め、滞納発生の抑止を図る必要がある。 

 
イ 講じた措置の概要 

滞納額の減少については、債権回収会社を活用した債権回収の取組の拡大・強化に着手した。 

違約金の徴収については、平成１７年度に条例及び規則を改正し、奨学生新規採用者から原

則として違約金を徴収する仕組みに変更した。 
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都 市 整 備 局 
 
（１）収入未済金の処理を適切かつ速やかに行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

住宅経営部は、下水道が完備されていない併存店舗、浴場、保育所などの住宅外施設につい

て、当該施設を利用する者に対し、汚水処理施設の維持及び汚水処理に要する経費を共益費と

して徴収している。この共益費の収入未済状況について見たところ、１７２件、５０３万７，

６６０円については、過去の経過のわかる原議や滞納者の住所及び督促等の交渉状況が記録さ

れている台帳などが紛失し、いつの時点から収入未済額の回収及び整理等の処理を放置してい

るか全くわからない状況である。 

 
イ 講じた措置の概要 

監査の結果を踏まえ、１７２件、５０３万７，６６０円については、財務局との協議の結果、

平成１６年度決算において不納欠損処理を行った。 

 

 

病 院 経 営 本 部 
 

（１）医事会計システムと財務会計システムの未収金額の不一致を是正すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

各病院では、個人負担分などの個人未収金を医事会計システム（注１）で個人別に管理（医

事課）しており、その情報は財務会計システム（注２）の担当者に送付され、担当者が当該情

報の入力を行い、財務会計システムによる会計情報を作成している。 

この個人未収金（入院収益、外来収益、診断書諸証明及び特別入院室料）の平成１５年度末

残高について見たところ、一部の病院を除いて、財務会計システム上の数値と医事会計システ

ム上の数値に相違が生じている。 

 
注１） 「医事会計システム」は、入力された診療情報等をもとに、請求書の発行、レセプトの出力を行い、

医療請求事務を効率的に行うシステムである。 

注２） 「財務会計システム」は、病院全ての収入及び支出を管理し、経理状況を把握するためのシステムで

ある。 

 
イ 講じた措置の概要 

①月次報告を求めることにより、乖離幅が小さい段階での対応が可能となり、前年度より改

善している。今後も引き続き、早い段階で対応し、乖離幅が小さくなるよう指導していく。 

②未収金管理支援システムについては、平成１７年８月現在、８病院に導入し、運用を開始

している。この８病院については、同システムを活用し、適正な処理に引き続き努めてい
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く。 

 

 

交 通 局 
 
（１）料金箱収入を適切に調定すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

（ア）精算装置計数データ（硬貨）と現金有り高とを照合したところ、全体の３．６％の日で相

違することが認められた。自動車営業所は、相違が発生したときは、その原因を特定し、調

定金額が適正であることを確認しているとしているが、全ての相違について、原因を明らか

にする文書（故障修理を行った場合にはその修理報告書等）を確認できない。 

 

（イ）自動車部は、料金機に投入できなかった乗車料金等は、その金額、投入できなかった原因

等を「金種別表」に記載するとともに、個人別追加収入として個別に計上することとしてい

るが、早稲田自動車営業所、北自動車営業所、葛西自動車営業所では、個人別追加収入の金

額や発生原因等を記載すべき「金種別表」を作成していない。 

また、実地監査の対象となった他の全ての自動車営業所において「金種別表」の記事を確

認したところ、料金機故障のため発生と記載している場合に料金機等を修繕した記録と照合

できない。 

 
イ 講じた措置の概要 

（ア）平成１６年６月９日の所長会において、データと現金有り高の間に相違が生じた場合の対

処方法を指導した。 

また、平成１７年３月に「一般乗合旅客自動車の運賃及び乗車券取扱要領」（平成１７年４

月１日施行）を作成し、この取扱いの徹底を図った。 

 
（イ）早稲田、北、江戸川の各営業所には、監査終了後、「料金機の十円玉排出ボタン機能の停止

に伴う措置について」による取扱いの周知徹底を指導するとともに、平成１６年６月９日の

所長会において、全営業所へこの取扱いの再徹底と、記事の内容を証するため、追加収入の

内容を諸帳簿等に記録するよう指導した。 

  また、平成１７年３月に「一般乗合旅客自動車の運賃及び乗車券取扱要領」（平成１７年４

月１日施行）を作成し、この取扱いの徹底を図った。 
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下 水 道 局 
 
（１）経済性を考慮して工事を発注するよう検討すべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

流域下水道本部は、各処理場で発生する汚泥を焼却しており、汚泥焼却設備について、改良

工事及び補修工事を実施している。 

本部は、資本的支出である改良工事と収益的支出である補修工事を、明確に区分して経理す

る必要があるためとして、改良工事と補修工事を別個の契約で実施しているが、工事内容等を

見ると、同じ処理場内における汚泥焼却設備についての改良工事と補修工事であり、また、工

期が重なる部分もあることから、同一の契約で実施し、設計金額を低減することが可能である。 

 
イ 講じた措置の概要 

経済性を考慮した工事の発注について、改良工事と補修工事を一括発注する場合の設計条件

等の変更を行った。 

意見要望で示された汚泥焼却設備について、工期が重なる改良工事と補修工事を、平成１７

年９月２６日付けで同一契約により実施した。 

 

 
 

〔平成１５年度財政援助団体等監査〕 
 

産 業 労 働 局 
 

（財団法人東京都中小企業振興公社） 

 

（１）委託料の支払を適切に行うべきもの 

ア 監査結果の内容（要約） 

局は、東京都地域中小企業振興センターの管理運営業務（平成１４年度契約金額９億８，７

５５万５，０００円）、東京都立産業貿易センターの管理運営等及び建物維持管理（平成１４

年度契約金額７億８，５４３万６，０００円）等を公社に委託しているが、公社の平成１４年

度の委託料の執行状況を見たところ、委託料の受額に対し執行額が少なく、各月の執行残額が

多額となっている。 

 
イ 講じた措置の概要 

平成１７年度については、過去２か年の平均執行額に基づき、四半期ごとの執行計画を作成

し、第１四半期で過大な執行残額が発生しないよう改善を図った。 
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〔平成１５年度行政監査〕 
 

港 湾 局 
 
（１）放置船舶対策について 

ア 監査結果の内容（要約） 

工事作業船暫定係留水域における占用許可水域を増加することによって、港湾区域に放置さ

れた工事作業船を当該水域に誘導することが可能となることから、旧貯木場出入口部の拡幅を

行い、占用許可水域の増加を図るなど、放置船舶の解消に努める必要がある。 

 
イ 講じた措置の概要 

旧貯木場出入口部の拡幅については、平成１７年３月に第１面及び第２面西側出入口幅を２

０ｍから４０ｍに拡幅し、工事用作業船の誘導を容易にした。 

また、是正指導の結果、監査時点（１５年１０月）から１７年９月まで新たに２５，２００

㎡（５１％増）の占用許可水域の増加を図るなど、放置船舶の解消に努めている。 

 

 

 

〔平成１４年度決算審査（公営企業各会計）〕 
 

病 院 経 営 本 部 
 
（１）職務住宅の管理運営について 

ア 監査結果の内容（要約） 

病院経営本部では、①災害等の非常時・緊急時の業務に従事する職員の確保対策、②慢性的

な採用困難職種である看護職員の採用・確保対策の一環として、看護職員等用職務住宅を設置

している。 

しかしながら、職務住宅の入居状況についてみると、３０％程度の高い空き室率が続いてい

る。また、各都立病院で作成した災害時等の医療救護活動マニュアルをみると、１２病院中７

病院で、職務住宅入居者の役割が明記されていないほか、２病院を除いて、夜間における非常

事態発生を想定した訓練を実施していないなど、設置目的に沿って職務住宅が機能していない

状況が見受けられた。 

 
イ 講じた措置の概要 

①看護職員等用住宅について、医師単身用住宅として共同利用を促進し、空き室率の低減に

努めた。空き室率は２５．７％まで改善している。 

（医師の利用：１６年１２月６５人→１７年７月１０８人） 
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②各病院の災害時等のマニュアルに職務住宅入居者の役割を明記した。 

③職務住宅入居者も参加した防災訓練等を各病院で実施した。 

 

 

 

〔平成１４年度行政監査〕 
 

教 育 庁 
 
（１）都立学校校外教育施設（大島セミナーハウス）の運営について 

ア 監査結果の内容（要約） 

庁は、校外教育施設として都立高校等の利用率が低く、条例の設置目的に見合った施設利  

用が果たされていない状況、利用者拡大に向けての社会教育団体等への開放後の利用状況、  

並びに、利用拡大に向けた経営努力が効果として得られていない状況など、大島セミナーハ  

ウスの現在の運営状況を踏まえ、今後のあり方について、総合的な見地から検討する必要が  

ある。 

 
イ 講じた措置の概要 

大島セミナーハウスの運営については、設置目的から現在の運営状況を踏まえた上、様々な

方策を検討し、関係機関との調整を進めてきた。 

これらの検討結果等を踏まえ、東京都教育委員会は、平成１７年９月８日、大島セミナーハ

ウスを１８年度末をもって廃止し、廃止後の施設の一部を学科改編後の大島南高等学校の新し

い寄宿舎として活用し、一部を大島町へ移管する内容の実施方針を策定した。 

今後、この実施方針に基づき関係機関と調整を進めていく。  
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